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▲将来像イメージ

■ 大濠公園・舞鶴公園
　H26.6 セントラルパーク構想策定

■ 天神地区
・天神１丁目南ブロック
　「天神明治通り地区」地区計画の
　地区整備計画の策定手続き中

■ 博多駅周辺地区
・博多駅中央街ＳＷ計画 ( 仮称 ) 建設中
・ＪＲＪＰ博多ビル建設中

■ ウォーターフロント
　・ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ地区 ( 中央ふ頭・博多ふ頭 )
　  計画提案公募実施中

＜「コントラストのあるまちづくり」の取組み＞
　○都心部の核となる天神・渡辺通，博多駅周辺，ウォーターフロントにお
　いて，各地区の特性に磨きをかける都市開発の誘導・支援を推進
○福岡市の財産である歴史・文化等を活かした魅力向上
○来街者が安心して楽しく回遊できる快適で質の高い歩行者空間の創出等

その他まちづくりの推進に関連する検討について４

検討の進め方 ３

歴史資源等を活かした景観形成に向けて ２福岡市の都心部におけるまちづくりの取組み１

○都心部の回遊性の強化のため，都市サインや屋外彫刻等の活用等について検討を
　行う。
○コントラストのあるまちづくりを推進するにあたり，地域特性に応じた色彩景観
　のあり方について検討を行う。
○都心部以外も含めた全市的に検討を行う。

○「届出対象の拡大」は，平成 27 年度内での制度化を目標に，歴史資源等の抽出や
　景観形成の誘導を図る範囲，届出対象規模等について，適宜，第４委員会，福岡
　市都市景観審議会やアドバイザー会議等専門家，地域等からご意見を伺いながら
　検討を進める。 [※「福岡市都市景観計画，福岡市都市景観条例の変更等が必要 ]
○「地域との共働によるまちづくり」は，歴史資源や地域行事等地域の歴史・伝統
　を踏まえつつ，地域のまちづくりの機運の高まりを捉えながら，届出対象の拡大
　の取組みと並行して取組みを進めていく。

現在，市全域で都市景観の形成に大きな影響を与える大規模建築物等について，景観法
の規定による届出制度を活用し，周囲と調和した良好な都市景観の誘導を行っている。
　※届出対象；建物高さ＞31ｍ，または，延べ面積＞10,000 ㎡（市街化区域基準）
歴史資源等の周辺においては建物高さや面積規模を見直し，届出対象を拡大することで，
きめ細かに地域特性にあった景観の誘導を図っていく。（特に権利制限は伴わない。）

建物の高さや壁面の位置等の形態制限など，具体的な制限を行うルールを決めるには，
土地所有者等の合意を得る必要がある。また，魅力あるまちづくりを進めるためには，
建物だけではなく公共空間についても一体的に取組む必要があることから，具体的なま
ちづくりについて，地域と共働で取組みを進めていく。

●「地域と共働によるまちづくり」

●「届出対象の拡大」

「歴史資源を活かした景観形成」検討イメージ

○歴史資源等の周辺において，特に，開発ポテンシャルが高い都心部の商業地域等
　では（都市景観形成地区に指定されたエリア内を除き），具体的な建築物等に対す
　るルールがないことから，開発等が進むことで，場合によっては，その景観的価
　値が損なわれていくことも想定される状況となっている。
○このため，「届出対象の拡大を図る取組み」と具体的なまちづくりルールの策定等
　「地域と共働によるまちづくりの取組み」の２段階での取組みを検討する。

○天神や博多駅周辺，ウォーターフロント地区の３つの核を中心とした都心再生等
　都市機能の強化を図る一方，セントラルパーク構想の推進や歴史のまち博多部の
　振興といった福岡の深みづくりに取り組むなど，エリアの個性を活かしたコント
　ラストのある魅力あるまちづくり「FUKUOKA NEXT」を推進している。
○福岡の財産である歴史的建造物やその街並みは，博多祇園山笠や博多松囃子など
　の歴史ある祭りや伝統・文化とともに，福岡らしい魅力を創出しており，これら
　の伝統や市民文化を守り，未来に継承して行くため
　には，歴史的資源やその周辺を含めたきめ細かな景
　観誘導が必要である。

　福岡の財産である歴史資源の例
住吉神社 承天寺
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博多千年門 (H26.3 完成 )


